
　平成１７年１２月４日（日）午後２時から、相模原市消防指令センター４階
講堂において、第６回相模原市・藤野町合併協議会が開催されました。
　協議会では、小川会長が療養中であることから、会長職務代理者であ
る副会長の鈴木藤野町長が議長を務め、「合併の期日」、「議会議員の定
数及び任期の取扱い」、「農業委員会委員の定数及び任期の取扱い」に
ついて協議が行われました。議事等の内容については、次のとおりです。

協 議 事 項　 協　議　事　項 　

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第６号（その２）　合併の期日
について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
　合併の期日は、平成１９年３月１１日
とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第３３号　議会議員の定数及び任
期の取扱いについて

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
　議会議員の定数及び任期について
は、市町村の合併の特例等に関する
法律（平成１６年法律第５９号）第８条
第２項、第３項、第５項及び第６項
の規定を適用し、相模原市の議会議
員の残任期間及び合併後最初に行わ
れる一般選挙により選出される議会
議員の任期に相当する期間に限り、
編入される藤野町に設けられる選挙
区の議会議員の定数は、１人とする。
（※議会議員の定数及び任期の取扱
いがどのようになるかは、右下の図
をご覧ください。）

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第３４号　農業委員会委員の定数
及び任期の取扱いについて

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
１　藤野町の農業委員会は、相模原
市に設置される津久井町及び相模
湖町を区域とする農業委員会に統
合する。
２　藤野町の農業委員会の選挙によ
る委員であった者は、市町村の合
併の特例等に関する法律第１１条第
１項の規定を適用し、相模原市の
農業委員会の委員の残任期間、引
き続き新市の農業委員会委員とし
て在任する。
３　市町村の合併の特例等に関する

法律の適用期間経過後の選挙によ
る委員の数については、次のとお
りとする。

�

報 告 事 項　 報　告　事　項 　

　　　　　　　　　　　　　　　　
報告第１２号　各種事務事業の取扱い
について（Ｃランク）その４

　　　　　　　　　　　　　　　　
　第１回合併協議会で決定された「事
務事業一元化の基本方針」をもとに、
専門部会（議会部会、農業委員会部
会）及び幹事会で協議（報告）され
た３５項目の各種事務事業の取扱いに
ついて報告し、承認されました。

そ の 他　　 そ　の　他 　　

（１）今後の協議会開催日程（案）に
ついて

　第７回相模原市・藤野町合併協
議会は、１月１７日（火）午後３時
から、相模原市消防指令センター
４階講堂において開催することが
決まりました。（※詳しくは、２
面の会議開催のお知らせをご覧く
ださい。）

（２）合併市町村基本計画（素案）に
対する意見募集の状況について

　住民の意見を基本計画に反映す
るため、１１月１日から１１月３０日ま
で、素案に対する意見募集を行い、
２３人の市民、町民の方々から６８件
の意見が提出され、第７回合併協
議会で基本計画の最終的な協議を

委員数区　域

２０人相模原市を区域とする農
業委員会

１６人
津久井町、相模湖町及び
藤野町を区域とする農業
委員会

（※農業委員会委員の定数及び任期の
取扱いがどのようになるかは、右下の
図をご覧ください。）

行う際、意見の概要を報告するこ
ととされました。

（３）「合併したらどうなるの？　わ
たしたちのまちと生活－身近な
サービスと負担－」について

　合併した場合の身近なサービス
と負担がどのようになるのかなど
を説明するため作成する冊子で、
今後の説明会などにおいて活用を
図っていく旨の報告がありました。

（４）相模原市及び藤野町における
説明会等の実施について

　本協議会で協議してきた内容を
もとに、合併した場合の地域の将
来像などの説明を行い、住民の方
々から意見を伺うため、相模原市
では１２月６日から１２月２３日まで、
市内２３公民館で、また、藤野町では、
１２月２２日及び２３日に町内７会場で
説明会を開催する旨の報告があり
ました。併せて、相模原市では１２月
１２日から１月５日まで、パブリッ
クコメントを実施し、これらの結
果は、第７回合併協議会に報告す
ることになっています。

アドバイザーからの一言
吉田アドバイザー
　本日の協議内容に関連して３つ

第６回相模原市・藤野町合併協議会を開催�第６回相模原市・藤野町合併協議会を開催�

相模原市・藤野町合併協議会
　第６回相模原市・藤野町合併協議会を開催 ・・・・・・・・ １面
相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会
第４回相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会を開催します ・・ ２面
相模原・津久井地域合併協議会（　　　　　　）
第４回相模原・津久井地域合併協議会を開催します ・・・・ ２面

感じたことがある。
　１つは、合併後の新市と言えど
も財政的な厳しさは免れない。そ
こで、効率性を確保した運営体制
の維持が必要だが、本日の協議は
そういう方向に沿ってなされたと
思う。この方向性は今後も継続的
に求められる。
　２つ目は、合併される地域のサ
ービスの質や量が一定程度確保さ
れることが、大事だということで
ある。地域自治区や都市内分権の
仕組みを十分議論することを通じ
て、地域の意向が新しい市の運営
に十分反映されるような仕組みを
充実させることが住民の満足につ
ながる。
　３つ目は、今回の合併協議に関
して、パブリックコメントや説明
会を開催して、きめ細かく市民、
町民の皆様の理解を深めるための
仕組みが用意されているので、そ
れらの中で、合併した場合、どの
ような都市づくりを展開していく
かということを十分に議論してい
くことが重要である。

合併後最初の一般選挙時の定数
（任期＝Ｈ１９．４．３０～Ｈ２３．４．２９）

相模原市と藤野町の合併時から
相模原市の議会議員の任期満了までの定数

相模原市と藤野町の
合併前の定数現在の定数

４９人
（相模原市の４６人に津久井町２人、

相模湖町１人を加えた編入合併特例定数）

４９人
（相模原市の４６人に津久井町２人、

相模湖町１人を加えた編入合併特例定数）
４６人相模原市

１人
１人

（ただし、公職選挙法の規定により、この期間には
増員選挙が行えないため、合併後最初に行われる
相模原市の一般選挙まで議員は選出されません。）

１４人藤野町

５０人５０人６３人６０人合　計

合併新法適用期間経過後
（Ｈ１９．３．２０以降）の定数

相模原市と藤野町の合併時から相模原市の
委員の任期満了までの定数（合併新法適用）現在の定数

区　　分
選挙委員区　　分選挙委員区　　分選挙委員

２０人相模原市を区域とする
農業委員会２０人相模原市を区域とする

農業委員会２０人相模原市

１６人
津久井町、相模湖町及び
藤野町を区域とする

農業委員会

１６人津久井町、相模湖町及び
藤野町を区域とする

農業委員会

１６人津久井町
１０人１０人相模湖町
１１人１１人藤野町

農
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Ｈ１９．４．２９Ｈ１９．３．１１
相模原市と

藤野町の合併日

Ｈ１８．３．２０
相模原市、津久井町及び
相模湖町の合併日

Ｈ２３．４．２９

Ｈ１９．３．１９Ｈ１９．３．１１
相模原市と藤野町の合併日

相模原市・城山町　
津久井町・相模湖町


